
（別添）指定の解除の対象となる関東経済産業局所管の指定旧供給地点一覧

1 株式会社ガスワン北関東 フラワーヒル柿岡 茨城県 石岡市 × 67.9% ○ 4.0 10.0 4.0000 ≦ 14.7200 ×
適正な競争関係が確保され
ていると評価できる。

2 株式会社ガスワン北関東 宇都宮市茂原地区 栃木県 宇都宮市 × 54.9% ○ 4.0 4.0 4.0000 ≦ 7.2911 ×
適正な競争関係が確保され
ていると評価できる。

3 株式会社ガスワン北関東 山田町吉野住宅 千葉県 香取市 × 82.7% ○ 1.0 4.0 1.0000 ≦ 4.8348 ×
適正な競争関係が確保され
ていると評価できる。

4 株式会社ガスワン埼玉 原宿台団地 茨城県 猿島郡五霞町 × 82.1% ○ 6.0 19.0 6.0000 ≦ 23.1317 ×
適正な競争関係が確保され
ていると評価できる。

5 株式会社ガスワン埼玉 入間台団地 埼玉県 入間市 × 79.9% ○ 12.0 11.0 12.0000 ≦ 13.7647 ×
適正な競争関係が確保され
ていると評価できる。

6 株式会社サイサン 若穂団地 長野県 長野市 × 65.8% ○ 3.0 4.0 3.0000 ≦ 6.0822 ×
適正な競争関係が確保され
ていると評価できる。

7 株式会社サイサン 地産団地大井川 静岡県 焼津市 × 71.8% ○ 1.0 2.0 1.0000 ≦ 2.7857 ×
適正な競争関係が確保され
ていると評価できる。

①解除基準
（旧簡易ガスみなし
ガス小売事業者の
シェア≦50％）に該

当するか

②解除基準
（旧簡易ガス供給採用件数/0.5×1/2≦他燃料採用件数/旧簡易ガスみなしガス小売事業者のシェア）に

該当するか通し
番号

事業者名
指定旧供給地点名
（団地名）

都道府県 市町村

③解除基準
（直近3年間の小売料金の平均
単価が連続して下落しているこ
と）及び（自由料金メニューによ
る契約件数≧指定旧供給地点
小売供給約款による契約件数）

に該当するか

備考

旧簡易ガス供給採用件数 他燃料採用件数 判定結果


